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 市第27号議案 

   横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境

の保全等に関する条例の一部改正 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等

に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和６年９月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境

の保全等に関する条例の一部を改正する条例 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等

に関する条例（平成５年６月横浜市条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名を次のように改める。 

横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環 

境の保全等に関する条例 

第１条中「開発事業」を「開発事業等」に改める。 

第２条第２項第５号、第７号及び第９号ウ中「大規模建築物」を

「大規模な建築物」に改め、同項第10号及び第11号を次のように改

める。 

(10) 開発事業等 横浜市開発事業等の調整等に関する条例（平成

16年３月横浜市条例第３号。以下「開発事業等調整条例」とい

う。）第２条第２号に規定する開発事業及び同条第３号に規定

する土石の堆積事業（次に掲げるものを除く。）をいう。 

 ア 開発事業等調整条例第２条第２号エに規定する開発事業の
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うち都市計画法（昭和43年法律第 100 号）第29条第１項第４

号から第11号までに規定する開発行為に該当する開発事業 

 イ 開発事業等調整条例第２条第15号に規定する特定小規模開

発事業等 

 ウ 開発事業等調整条例第３条第１号に規定する開発事業 

(11)  開発事業者等 開発事業等調整条例第２条第４号に規定する 

開発事業者及び同条第５号に規定する土石の堆積事業者をいう 

。 

第２条第２項第12号及び第13号を削り、同項第14号中「開発事業

調整条例第２条第７号」を「開発事業等調整条例第２条第17号」に

改め、同号を同項第12号とし、同項中第15号を第13号とし、第16号

から第18号までを２号ずつ繰り上げ、同条第３項中「又は開発事業 

」を「又は開発事業等」に、「（開発事業」を「（開発事業等」に 

、「、開発事業」を「、開発事業等」に改め、「、近接住民と開発

事業（特定大規模開発事業を除く。）に係る開発事業者若しくは工

事施工者」を削り、「特定大規模開発事業に係る開発事業者」を「

開発事業等に係る開発事業者等」に改める。     

第３条第５項中「（昭和43年法律第 100 号）」を削る。 

第６条中「開発事業者」を「開発事業者等」に改め、「、近接住

民」を削る。 

第７条第２項、第８条及び第９条中「大規模建築物」を「大規模

な建築物」に改める。 

第10条第４項中「開発事業（」を「開発事業等（」に、「開発事

業調整条例」を「開発事業等調整条例」に改める。 

第11条第４項中「大規模建築物」を「大規模な建築物」に改める 

32



市第 27 号 

 

 

 

 

 。 

第14条第３項中「開発事業」を「開発事業等」に改める。 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第２条第２

項第５号、第７号及び第９号ウ、第７条第２項、第８条、第９条並

びに第11条第４項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

あっせん及び調停の対象事業に特定盛土等及び土石の堆積に関す

る事業を追加するとともに、規定の整備を図るため、横浜市中高層

建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例の

一部を改正したいので提案する。 
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参  考  

   横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 に 係 る 住 環 境 

の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    ( 下 段  現  行 )    

横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 等 に 係 る 住 環 
横 浜 市 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 及 び 開 発 事 業 に 係 る 住 環 境 

境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 
の 保 全 等 に 関 す る 条 例 

（ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 に 関 し 、 横 浜 市 等 の 責 

務 、 建 築 主 等 が 配 慮 す べ き 事 項 及 び 建 築 計 画 又 は 解 体 工 事 計 画 の 

周 知 手 続 に つ い て 定 め る と と も に 、 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 又 は 既 

          開 発 事 業 等 
存 建 築 物 の 解 体 工 事 及 び      に 係 る 紛 争 に つ い て の あ っ せ 

          開 発 事 業 

ん 及 び 調 停 そ の 他 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 良 好 な 近 隣 関 

係 を 保 持 し 、 併 せ て 安 全 で 快 適 な 住 環 境 の 保 全 及 び 形 成 を 図 る こ 

と を 目 的 と す る 。 

（ 定 義 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

   大 規 模 な 建 築 物 
 (5)          住 居 系 地 域 内 に あ る 建 築 物 （ そ の 一 部 が 住 
   大 規 模 建 築 物 

居 系 地 域 内 に あ る も の を 含 む 。） で 、 そ の 延 べ 面 積 （ 同 一 敷 地

内 に ２ 以 上 の 建 築 物 が あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 延 べ 面 積 の 合

計 。 第 11 条 第 １ 項 後 段 に お い て 同 じ 。） が 1,000 平 方 メ ー ト ル を

超 え る も の の う ち 、 中 高 層 建 築 物 以 外 の 建 築 物 を い う 。 

 （ 第 ６ 号 省 略 ） 
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                   大 規 模 な 建 築 物 
 (7)  中 高 層 建 築 物 等  中 高 層 建 築 物 、        及 び 特 定 用 
                  大 規 模 建 築 物 

途 建 築 物 を い う 。 

 （ 第 ８ 号 省 略 ） 

(9)  周 辺 住 民  近 隣 住 民 以 外 の 者 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る も の を い

う 。 

  （ ア 及 び イ 省 略 ） 

           大 規 模 な 建 築 物 
 ウ  中 高 層 建 築 物 又 は        に よ り 、 テ レ ビ ジ ョ ン 放 
           大 規 模 建 築 物 

送 の 電 波 の 著 し い 受 信 障 害 が 生 ず る と 予 測 さ れ る 者 又 は 現 に

生 じ て い る 者 

（ エ 及 び オ 省 略 ） 

開 発 事 業 等  横 浜 市 開 発 事 業 等 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 
 (10)                                                                                                   

開 発 事 業   横 浜 市 開 発 事 業 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 16  

16 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ 号 。 以 下 「 開 発 事 業 等 調 整 条 例 」 と い  
年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ３ 号 。 以 下 「 開 発 事 業 調 整 条 例 」 と い う 。  

う 。） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 開 発 事 業 及 び 同 条 第 ３ 号 に 規 定 
） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 開 発 事 業 （ 同 号 カ 及 び 開 発 事 業 調 整  

す る 土 石 の 堆 積 事 業 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。） を い う 。 
条 例 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 開 発 事 業 を 除 く 。） を い う 。  

ア  開 発 事 業 等 調 整 条 例 第 ２ 条 第 ２ 号 エ に 規 定 す る 開 発 事 業 の 
                             

う ち 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 ４ 
                            

号 か ら 第 11 号 ま で に 規 定 す る 開 発 行 為 に 該 当 す る 開 発 事 業 
                         

イ  開 発 事 業 等 調 整 条 例 第 ２ 条 第 15 号 に 規 定 す る 特 定 小 規 模 開 
                             

発 事 業 等 
    

ウ  開 発 事 業 等 調 整 条 例 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 開 発 事 業 
                          

 開 発 事 業 者 等  開 発 事 業 等 調 整 条 例 第 ２ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 
 (11)                                                                                                  

  開 発 事 業 者   開 発 事 業 を 行 お う と す る 者 を い う 。 

開 発 事 業 者 及 び 同 条 第 ５ 号 に 規 定 す る 土 石 の 堆 積 事 業 者 を い う 
 

。 
  

                               
 (12)  特 定 大 規 模 開 発 事 業  開 発 事 業 の う ち 開 発 事 業 調 整 条 例 第 ２ 

                               
条 第 ５ 号 に 規 定 す る 特 定 大 規 模 開 発 事 業 に 該 当 す る も の を い う 
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  。 

                              
(13)  近 接 住 民  開 発 事 業 調 整 条 例 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 近 接 住 

       
民 を い う 。  

 (12)       開 発 事 業 等 調 整 条 例 第 ２ 条 第 17 号         
地 域 住 民                 に 規 定 す る 地 域  

(14)       開 発 事 業 調 整 条 例 第 ２ 条 第 ７ 号  

住 民 を い う 。  

(13)   
 （ 本 文 省 略 ）  

(15)   

(14)   
 （ 本 文 省 略 ）  

(16)    

(15)   
 （ 本 文 省 略 ）  

(17)   

(16)   
 （ 本 文 省 略 ）  

(18)   

３  こ の 条 例 に お い て 「 紛 争 」 と は 、 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 若 し く 

          又 は 開 発 事 業 等           
は 既 存 建 築 物 の 解 体 工 事        に 伴 っ て 生 ず る 住 環 境 に 

          又 は 開 発 事 業 

及 ぼ す 影 響 に 関 す る 近 隣 住 民 若 し く は 周 辺 住 民 と 中 高 層 建 築 物 等 

            （ 開 発 事 業 等      、 開 発 事 業 
の 建 築 主 若 し く は 工 事 施 工 者       に あ っ て は 

            （ 開 発 事 業       、 開 発 事 業 

等 
に 関 す る 工 事 の 請 負 人 を 含 む 。 以 下 同 じ 。）、 解 体 工 事 発 注 者 
 

                              
若 し く は 解 体 工 事 施 工 者            

          、 近 接 住 民 と 開 発 事 業 （ 特 定 大 規 模 開 発 

                          
                又 は 地 域 住 

事 業 を 除 く 。） に 係 る 開 発 事 業 者 若 し く は 工 事 施 工 者       

   開 発 事 業 等 に 係 る 開 発 事 業 者 等     
民 と                  若 し く は 工 事 施 工 者 と 

特 定 大 規 模 開 発 事 業 に 係 る 開 発 事 業 者 

 の 間 の 紛 争 を い う も の と す る 。 

 （ 適 用 除 外 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 主 が 国 、 都 道 府 県 若 し く は 建 築 主 事 を 置

く 市 町 村 （ 法 令 の 規 定 に よ り こ れ ら と み な さ れ る も の を 含 む 。）  

                               
で あ る 場 合 又 は 中 高 層 建 築 物 等 が 都 市 計 画 法     
                    （ 昭 和 43 年 法 律 第 10  

    
第 ４ 条 第 15 項 に 規 定 す る 都 市 計 画 事 業 と し て 建 設 さ れ る 場 

0 号 ） 

合 に あ っ て は 、 第 ４ 章 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 
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 （ 自 主 的 解 決 ） 

第 ６ 条  紛 争 が 生 じ た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 紛 争 の 当 事 者 で あ る 建 

  開 発 事 業 者 等                     
築 主 、       、 工 事 施 工 者 、 解 体 工 事 発 注 者 、 解 体 工 事 施 

  開 発 事 業 者                      

                           
工 者 、 近 隣 住 民 、 周 辺 住 民      及 び 地 域 住 民 （ 以 下 「 紛 争 

           、 近 接 住 民 

当 事 者 」 と い う 。） は 、 相 互 の 立 場 を 尊 重 し 、 自 主 的 に 解 決 す る 

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 計 画 上 の 配 慮 事 項 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

                     大 規 模 な 建 築 物 
２  共 同 住 宅 の 用 途 に 供 す る 中 高 層 建 築 物 又 は        の 建 
                     大 規 模 建 築 物 

築 主 は 、 そ の 建 築 物 の 建 築 計 画 の 策 定 に 当 た り 、 将 来 隣 接 す る 土

地 に 建 築 物 が 建 築 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 当 該 共 同 住 宅 の 用 途 に 

           大 規 模 な 建 築 物 
供 す る 中 高 層 建 築 物 又 は        の 居 室 の 日 照 に 及 ぼ す 影 
           大 規 模 建 築 物 

響 が 軽 減 さ れ る よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。 

  （ 第 ３ 項 省 略 ） 

 （ 工 事 中 の 措 置 ） 

            大 規 模 な 建 築 物 
第 ８ 条  中 高 層 建 築 物 又 は        の 建 築 主 及 び 工 事 施 工 者 
            大 規 模 建 築 物 

、 解 体 工 事 発 注 者 並 び に 解 体 工 事 施 工 者 は 、 当 該 工 事 の 実 施 に よ

り 周 辺 の 住 環 境 に 及 ぼ す 影 響 を 最 小 限 に と ど め る た め 、 工 事 に よ

り 発 生 す る 騒 音 及 び 振 動 の 低 減 、 じ ん あ い の 飛 散 防 止 そ の 他 必 要

な 措 置 を 採 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

          大 規 模 な 建 築 物 
２  中 高 層 建 築 物 又 は        の 建 築 主 及 び 工 事 施 工 者 、 解 
          大 規 模 建 築 物 

体 工 事 発 注 者 並 び に 解 体 工 事 施 工 者 は 、 工 事 用 車 両 が 学 校 そ の 他

の 規 則 で 定 め る 施 設 （ 以 下 「 学 校 等 」 と い う 。） の 通 学 路 等 （ 生

徒 、 児 童 そ の 他 学 校 等 を 利 用 す る 者 ( 以 下 「 生 徒 等 」 と い う 。）

が 学 校 等 へ 通 う 経 路 と し て 専 ら 通 行 し て い る 道 路 を い う 。 以 下 同

37



市第 27 号 

じ 。） を 通 行 す る こ と に よ り 当 該 通 学 路 等 を 利 用 す る 生 徒 等 の 安

全 に 支 障 が 生 ず る と 予 測 さ れ る 場 合 に あ っ て は 、 生 徒 等 の 安 全 を

確 保 す る た め 適 切 な 措 置 を 採 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 電 波 障 害 対 策 ） 

           大 規 模 な 建 築 物 
第 ９ 条  中 高 層 建 築 物 又 は        の 建 築 主 は 、 そ の 建 築 物 
            大 規 模 建 築 物 

に よ り テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 電 波 の 著 し い 受 信 障 害 が 生 ず る と 予 測

さ れ 、 又 は 現 に 生 じ て い る 場 合 に あ っ て は 、 共 同 受 信 設 備 の 設 置

そ の 他 受 信 障 害 の 解 消 に 必 要 な 措 置 を 採 ら な け れ ば な ら な い 。 

（ 標 識 の 設 置 ） 

第 10 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

               開 発 事 業 等 （ 
４  第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、       中 高 層 建 築 物 等 の 建 
               開 発 事 業 （ 

築 を 目 的 と す る も の 及 び 中 高 層 建 築 物 等 を 建 築 す る も の に 限 る 。 

開 発 事 業 等 調 整 条 例 
） を 行 う 場 合 で 、          第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 

開 発 事 業 調 整 条 例 

標 識 （ 当 該 標 識 に お い て 第 １ 項 の 規 定 に よ る 標 識 に 表 示 す べ き 事

項 が 表 示 さ れ て い る も の に 限 る 。） が 設 置 さ れ た と き は 、 当 該 標

識 を 同 項 の 標 識 と み な す 。 

（ 計 画 の 説 明 ） 

第 11 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  第 ８ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て は 、 中 高 層 建 築 物 若 し く 

  大 規 模 な 建 築 物 
は        の 建 築 主 若 し く は 工 事 施 工 者 、 解 体 工 事 発 注 者 
 大 規 模 建 築 物 

又 は 解 体 工 事 施 工 者 は 、 学 校 等 の 管 理 者 に 対 し 、 あ ら か じ め 、 工

事 用 車 両 の 通 学 路 等 の 通 行 が 予 定 さ れ て い る 期 間 、 車 両 台 数 、 主

な 通 行 時 間 帯 及 び 安 全 を 確 保 す る た め に 採 る 措 置 の 内 容 を 説 明 し

な け れ ば な ら な い 。 

（ あ っ せ ん ） 
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 第 14 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  前 ２ 項 の 申 出 は 、 当 該 紛 争 に 係 る 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 工 事 、 

             開 発 事 業 等 
既 存 建 築 物 の 解 体 工 事 又 は      に 関 す る 工 事 の 着 手 前 に 行 

           開 発 事 業 

わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 工 事 の 実 施 に 係 る 紛 争 そ の 他 規 則

で 定 め る 紛 争 に つ い て は 当 該 工 事 の 完 了 時 ま で に 、 テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 の 電 波 の 受 信 障 害 に 係 る 紛 争 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 紛 争

に つ い て は 当 該 工 事 の 完 了 時 か ら １ 年 以 内 に 申 出 を 行 う こ と が で

き る 。   

（ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 
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